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若年者限定

二級小型船舶操縦士で年齢が１８歳未

満の場合、１８歳に達する日の前日

有効期限

操縦免許証の有効期間が満了する日

免許証の番号

末番は発行された枚数を表し、交付の度に1つ番号が増えます

資格・限定等

資格により次のように表示

一級小型船舶操縦士は「一級」

二級小型船舶操縦士は「二級」

二級小型船舶操縦士で年齢が１８歳未満の場合は「二級若年者（５トン）」

二級小型船舶操縦士湖川小出力限定は「二級 湖川」

資格・限定等

特殊小型船舶操縦士を受有している場合は

この欄に「特殊」と表示

水上オートバイを操縦することが出来ます

資格・限定等

特定操縦免許（旅客運送のための

免許）を受有している場合はこの欄

に「特定」と表示

免許証交付日

操縦免許を交付した日

免許登録日

初めて免許を取得した日※進級などで、資格内容が変更されると、登録日

は変わります。

資格・限定等

設備や航行時間などの条件が付され

ている場合はこの欄に「設備等」と表

示

限定の詳細は裏面に記載


